
第一種奨学金（無利子）　高等専門学校 2026/4/1
公益財団法人日本国際教育支援協会

・本保証料月額は、令和8年度に新たに奨学生として採用される方に適用されます。

・あなたの保証料月額は、奨学生採用時に交付される奨学生証でお知らせします。

・毎月の奨学金が第一種奨学金であっても、入学時（又は留学時）特別増額貸与奨学金は第二種奨学金であり有利子です。

　入学時（又は留学時）特別増額貸与奨学金の保証料は、入学時（又は留学時）特別増額貸与奨学金が振り込まれるときの

　1回払いとなります。

1～3年生
貸与月額（円）

4～5年生
貸与月額（円）
（注1）（注2）

貸与期間
（月）

貸与総額
（円）

返還回数
（月）

1～3年生
保証料月額（円）

4～5年生
保証料月額（円）

20,000 840,000 120 246 579

30,000 1,080,000 144 246 932

10,000 45,000 1,440,000 156 246 1,583

20,000 1,236,000 144 608 579

30,000 1,476,000 156 608 932

45,000 1,836,000 168 608 1,583

40,000 1,320,000 144 246 1,407

51,000 1,584,000 156 246 2,092

20,000 1,290,000 144 652 579

30,000 1,530,000 144 652 932

40,000 1,770,000 156 652 1,407

51,000 2,034,000 168 652 2,092

40,000 1,320,000 144 246 1,407

53,000 1,632,000 156 246 2,174

20,000 1,632,000 156 994 579

30,000 1,872,000 168 994 932

40,000 2,112,000 168 994 1,407

53,000 2,424,000 180 994 2,174

40,000 1,320,000 144 246 1,407

50,000 1,560,000 156 246 1,956

60,000 1,800,000 156 246 2,685

20,000 1,740,000 156 1,231 579

30,000 1,980,000 168 1,231 932

40,000 2,220,000 168 1,231 1,407

50,000 2,460,000 180 1,231 1,956

60,000 2,700,000 180 1,231 2,685

（注1）高等専門学校の4・5年生の貸与月額は、令和8年度に1年生となった学生が4・5年生に進級した場合の月額です。
（注2）貸与月額2万円、4万円、5万円は、平成30年度以降に入学する者に限り選択できます。

令和8年度　保証料月額（目安）

第一種奨学金（無利子）　高等専門学校

区　分

国・公・私立 自宅・自宅外 10,000

1～3年生は
36

4～5年生は
24

国・公立

自宅
21,000

自宅外

10,000

22,500

私立

自宅

10,000

32,000

自宅外

10,000

35,000
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第一種奨学金（無利子）　高等専門学校 2026/4/1
公益財団法人日本国際教育支援協会

入学時特別増額貸与奨学金は、4・5年生に編入学した方が対象です。

貸与額
（円）

貸与期間
（月）

貸与総額
（円）

返還回数
（月）

保証料額
（円）（注3）

100,000 100,000 36 1,035

200,000 200,000 72 4,016

300,000 300,000 84 6,975

400,000 400,000 120 13,012

500,000 500,000 120 16,265

貸与額
（円）

貸与期間
（月）

貸与総額
（円）

返還回数
（月）

保証料額
（円）（注3）

100,000 100,000 36 1,035

200,000 200,000 72 4,016

300,000 300,000 84 6,975

400,000 400,000 120 13,012

500,000 500,000 120 16,265

（注3）貸与利率2.623％で計算しています。

区　分

入学時特別増額貸与奨学金
（第二種奨学金、有利子）

1

区　分

留学時特別増額貸与奨学金
（第二種奨学金、有利子）

1
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第一種奨学金（無利子）　高等専門学校 【給付型奨学金（令和2年度以降採用）と併せて貸与を受ける場合】 2026/4/1
公益財団法人日本国際教育支援協会

・本保証料月額は、令和2年度以降に採用される給付型奨学金に併せて令和8年度に採用される第一種奨学金の貸与を受ける方に

適用されます。

・あなたの保証料月額は、奨学生採用時に交付される奨学生証でお知らせします。

（1）多子世帯支援拡充の対象者でない場合

1～3年生
貸与月額（円）

4～5年生
貸与月額（円）

（注1）

貸与期間
（月）

貸与総額
（円）

返還回数
（月）

1～3年生
保証料月額（円）

4～5年生
保証料月額（円）

第Ⅰ区分 7,900 549,600 108 246 177

第Ⅱ区分 20,200 844,800 120 246 585

20,000 840,000 120 246 579

32,500 1,140,000 132 246 1,010

第Ⅰ区分 0 360,000 108 246 0

第Ⅱ区分 15,100 722,400 108 246 372

20,000 840,000 120 246 579

33,000 1,152,000 132 246 1,094

第Ⅰ区分 5,600 494,400 108 246 112

第Ⅱ区分 20,700 856,800 120 246 599

20,000 840,000 120 246 579

35,800 1,219,200 144 246 1,187

第Ⅰ区分 7,900 945,600 120 608 177

第Ⅱ区分 20,200 1,240,800 144 608 585

20,000 1,236,000 144 608 579

32,500 1,536,000 144 608 1,010

第Ⅰ区分 0 810,000 120 652 0

第Ⅱ区分 15,100 1,172,400 132 652 372

20,000 1,290,000 144 652 579

33,000 1,602,000 156 652 1,094

第Ⅰ区分 5,600 890,400 132 608 112

第Ⅱ区分 20,700 1,252,800 144 608 599

20,000 1,236,000 144 608 579

35,800 1,615,200 156 608 1,187

自宅外 22,500

第Ⅲ区分

・生活保護世帯(自宅)
・児童養護施設等から通学

21,000

第Ⅲ区分

自宅外

第Ⅲ区分

・生活保護世帯(自宅)
・児童養護施設等から通学

第Ⅲ区分

自宅 21,000

第Ⅲ区分

令和8年度　保証料月額（目安）

第一種奨学金（無利子）　高等専門学校 【給付型奨学金（令和2年度以降採用）と併せて貸与を受ける場合】

区　分

国・公立

自宅

10,000

1～3年生は
36

4～5年生は
24

第Ⅲ区分
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第一種奨学金（無利子）　高等専門学校 【給付型奨学金（令和2年度以降採用）と併せて貸与を受ける場合】 2026/4/1
公益財団法人日本国際教育支援協会

1～3年生
貸与月額（円）

4～5年生
貸与月額（円）

（注1）

貸与期間
（月）

貸与総額
（円）

返還回数
（月）

1～3年生
保証料月額（円）

4～5年生
保証料月額（円）

第Ⅰ区分 0 360,000 108 246 0

第Ⅱ区分 0 360,000 108 246 0

第Ⅲ区分 24,600 950,400 120 246 764

20,000 840,000 120 246 579

33,500 1,164,000 132 246 1,110

第Ⅰ区分 0 360,000 108 246 0

第Ⅱ区分 0 360,000 108 246 0

第Ⅲ区分 26,000 984,000 120 246 808

20,000 840,000 120 246 579

30,000 1,080,000 144 246 932

40,500 1,332,000 144 246 1,424

第Ⅰ区分 0 360,000 108 246 0

第Ⅱ区分 0 360,000 108 246 0

第Ⅲ区分 28,800 1,051,200 132 246 895

20,000 840,000 120 246 579

30,000 1,080,000 144 246 932

40,500 1,332,000 144 246 1,424

第Ⅰ区分 0 1,152,000 132 994 0

第Ⅱ区分 0 1,152,000 132 994 0

第Ⅲ区分 24,600 1,742,400 156 994 764

20,000 1,632,000 156 994 579

33,500 1,956,000 156 994 1,110

第Ⅰ区分 0 1,260,000 144 1,231 0

第Ⅱ区分 0 1,260,000 144 1,231 0

第Ⅲ区分 26,000 1,884,000 168 1,231 808

20,000 1,740,000 156 1,231 579

30,000 1,980,000 168 1,231 932

40,500 2,232,000 168 1,231 1,424

第Ⅰ区分 0 1,152,000 132 994 0

第Ⅱ区分 0 1,152,000 132 994 0

第Ⅲ区分 28,800 1,843,200 168 994 895

20,000 1,632,000 156 994 579

30,000 1,872,000 168 994 932

40,500 2,124,000 168 994 1,424

（注1）高等専門学校の4・5年生の貸与月額は、令和8年度に1年生となった学生が4・5年生に進級した場合の月額です。
（注2）これに該当する者は、給付奨学金は支給されませんが、授業料等減免の支援により、利用可能額が調整されます。

・生活保護世帯(自宅)
・児童養護施設等から通学

32,000

第Ⅳ区分
(理工農)
（注2）

自宅 32,000

第Ⅳ区分
(理工農)
（注2）

自宅外 35,000

第Ⅳ区分
(理工農)
（注2）

区　分

私立

自宅

10,000

1～3年生は
36

4～5年生は
24

第Ⅳ区分
(理工農)
（注2）

自宅外

第Ⅳ区分
(理工農)
（注2）

・生活保護世帯(自宅)
・児童養護施設等から通学

第Ⅳ区分
(理工農)
（注2）
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第一種奨学金（無利子）　高等専門学校 【給付型奨学金（令和2年度以降採用）と併せて貸与を受ける場合】 2026/4/1
公益財団法人日本国際教育支援協会

貸与月額
（円）

貸与期間
（月）

貸与総額
（円）

返還回数
（月）

保証料月額
（円）

第Ⅰ区分 7,900 94,800 36 67

第Ⅱ区分 20,200 242,400 72 331

20,000 240,000 72 328

32,500 390,000 108 774

第Ⅰ区分 0 0 0 0

第Ⅱ区分 15,100 181,200 72 247

20,000 240,000 72 328

33,000 396,000 108 786

第Ⅰ区分 5,600 67,200 24 32

第Ⅱ区分 20,700 248,400 72 339

20,000 240,000 72 328

35,800 429,600 96 766

第Ⅰ区分 0 0 0 0

第Ⅱ区分 0 0 0 0

第Ⅲ区分 24,600 295,200 84 465

20,000 240,000 72 328

33,500 402,000 96 716

第Ⅰ区分 0 0 0 0

第Ⅱ区分 0 0 0 0

第Ⅲ区分 26,000 312,000 84 492

20,000 240,000 72 328

30,000 360,000 108 714

40,500 486,000 108 964

第Ⅰ区分 0 0 0 0

第Ⅱ区分 0 0 0 0

第Ⅲ区分 28,800 345,600 96 616

20,000 240,000 72 328

30,000 360,000 108 714

40,500 486,000 108 964

12

第Ⅲ区分

自宅外

第Ⅲ区分

・生活保護世
帯(自宅)
・児童養護施
設等から通
学 第Ⅲ区分

自宅

第Ⅳ区分
(理工農)
（注2）

自宅外

第Ⅳ区分
(理工農)
（注2）

区　分

専攻科
（1年課程）

国・公立

自宅

私立

・生活保護世
帯(自宅)
・児童養護施
設等から通
学 第Ⅳ区分

(理工農)
（注2）
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第一種奨学金（無利子）　高等専門学校 【給付型奨学金（令和2年度以降採用）と併せて貸与を受ける場合】 2026/4/1
公益財団法人日本国際教育支援協会

貸与月額
（円）

貸与期間
（月）

貸与総額
（円）

返還回数
（月）

保証料月額
（円）

第Ⅰ区分 7,900 189,600 72 127

第Ⅱ区分 20,200 484,800 108 473

20,000 480,000 108 469

32,500 780,000 108 762

第Ⅰ区分 0 0 0 0

第Ⅱ区分 15,100 362,400 108 354

20,000 480,000 108 469

33,000 792,000 108 774

第Ⅰ区分 5,600 134,400 48 61

第Ⅱ区分 20,700 496,800 108 485

20,000 480,000 108 469

35,800 859,200 120 923

第Ⅰ区分 0 0 0 0

第Ⅱ区分 0 0 0 0

第Ⅲ区分 24,600 590,400 108 577

20,000 480,000 108 469

33,500 804,000 120 864

第Ⅰ区分 0 0 0 0

第Ⅱ区分 0 0 0 0

第Ⅲ区分 26,000 624,000 96 548

20,000 480,000 108 469

30,000 720,000 108 703

40,500 972,000 120 1,044

第Ⅰ区分 0 0 0 0

第Ⅱ区分 0 0 0 0

第Ⅲ区分 28,800 691,200 108 675

20,000 480,000 108 469

30,000 720,000 108 703

40,500 972,000 120 1,044

（注2）これに該当する者は、給付奨学金は支給されませんが、授業料等減免の支援により、利用可能額が調整されます。

私立

自宅

第Ⅳ区分
(理工農)
（注2）

自宅外

第Ⅳ区分
(理工農)
（注2）

・生活保護世
帯(自宅)
・児童養護施
設等から通
学 第Ⅳ区分

(理工農)
（注2）

区　分

専攻科
（2年課程）

国・公立

自宅

24

第Ⅲ区分

自宅外

第Ⅲ区分

・生活保護世
帯(自宅)
・児童養護施
設等から通
学 第Ⅲ区分
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第一種奨学金（無利子）　高等専門学校 【給付型奨学金（令和2年度以降採用）と併せて貸与を受ける場合】 2026/4/1
公益財団法人日本国際教育支援協会

（2）多子世帯支援拡充の対象者である場合

1～3年生
貸与月額（円）

4～5年生
貸与月額（円）

（注1）

貸与期間
（月）

貸与総額
（円）

返還回数
（月）

1～3年生
保証料月額（円）

4～5年生
保証料月額（円）

第Ⅰ区分
(多子世帯)

7,900 549,600 108 246 177

第Ⅱ区分
(多子世帯)

13,700 688,800 108 246 337

第Ⅲ区分
(多子世帯)

19,500 828,000 120 246 523

第Ⅳ区分
(多子世帯)

21,000 864,000 120 246 608

多子世帯
（注3）

25,400 969,600 120 246 736

第Ⅰ区分
(多子世帯)

0 360,000 108 246 0

第Ⅱ区分
(多子世帯)

8,600 566,400 108 246 173

第Ⅲ区分
(多子世帯)

20,000 840,000 120 246 579

第Ⅳ区分
(多子世帯)

22,800 907,200 120 246 660

20,000 840,000 120 246 579

31,400 1,113,600 132 246 1,041

第Ⅰ区分
(多子世帯)

5,600 494,400 108 246 112

第Ⅱ区分
(多子世帯)

14,200 700,800 96 246 350

第Ⅲ区分
(多子世帯)

22,800 907,200 120 246 660

第Ⅳ区分
(多子世帯)

24,900 957,600 120 246 774

20,000 840,000 120 246 579

31,400 1,113,600 132 246 1,041

第Ⅰ区分
(多子世帯)

7,900 945,600 120 608 177

第Ⅱ区分
(多子世帯)

13,700 1,084,800 144 608 337

第Ⅲ区分
(多子世帯)

19,500 1,224,000 144 608 523

第Ⅳ区分
(多子世帯)

21,000 1,260,000 144 608 608

多子世帯
（注3）

25,400 1,365,600 144 608 736

第Ⅰ区分
(多子世帯)

0 810,000 120 652 0

第Ⅱ区分
(多子世帯)

8,600 1,016,400 132 652 173

第Ⅲ区分
(多子世帯)

20,000 1,290,000 144 652 579

第Ⅳ区分
(多子世帯)

22,800 1,357,200 144 652 660

20,000 1,290,000 144 652 579

31,400 1,563,600 156 652 1,041

第Ⅰ区分
(多子世帯)

5,600 890,400 132 608 112

第Ⅱ区分
(多子世帯)

14,200 1,096,800 144 608 350

第Ⅲ区分
(多子世帯)

22,800 1,303,200 132 608 660

第Ⅳ区分
(多子世帯)

24,900 1,353,600 144 608 774

20,000 1,236,000 144 608 579

31,400 1,509,600 144 608 1,041

生活保護世帯(自宅) 21,000

多子世帯
（注3）

多子世帯
（注3）

自宅 21,000

自宅外 22,500

多子世帯
（注3）

区　分

国・公立

自宅

10,000

1～3年生は
36

4～5年生は
24

自宅外

多子世帯
（注3）

生活保護世帯(自宅)
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第一種奨学金（無利子）　高等専門学校 【給付型奨学金（令和2年度以降採用）と併せて貸与を受ける場合】 2026/4/1
公益財団法人日本国際教育支援協会

1～3年生
貸与月額（円）

4～5年生
貸与月額（円）

（注1）

貸与期間
（月）

貸与総額
（円）

返還回数
（月）

1～3年生
保証料月額（円）

4～5年生
保証料月額（円）

第Ⅰ区分
(多子世帯)

0 360,000 108 246 0

第Ⅱ区分
(多子世帯)

0 360,000 108 246 0

第Ⅲ区分
(多子世帯)

0 360,000 108 246 0

第Ⅳ区分
(多子世帯)

0 360,000 108 246 0

多子世帯
（注3）

0 360,000 108 246 0

第Ⅰ区分
(多子世帯)

0 360,000 108 246 0

第Ⅱ区分
(多子世帯)

0 360,000 108 246 0

第Ⅲ区分
(多子世帯)

0 360,000 108 246 0

第Ⅳ区分
(多子世帯)

0 360,000 108 246 0

多子世帯
（注3）

1,600 398,400 108 246 12

第Ⅰ区分
(多子世帯)

0 360,000 108 246 0

第Ⅱ区分
(多子世帯)

0 360,000 108 246 0

第Ⅲ区分
(多子世帯)

0 360,000 108 246 0

第Ⅳ区分
(多子世帯)

0 360,000 108 246 0

多子世帯
（注3）

1,600 398,400 108 246 12

第Ⅰ区分
(多子世帯)

0 1,152,000 132 994 0

第Ⅱ区分
(多子世帯)

0 1,152,000 132 994 0

第Ⅲ区分
(多子世帯)

0 1,152,000 132 994 0

第Ⅳ区分
(多子世帯)

0 1,152,000 132 994 0

多子世帯
（注3）

0 1,152,000 132 994 0

第Ⅰ区分
(多子世帯)

0 1,260,000 144 1,231 0

第Ⅱ区分
(多子世帯)

0 1,260,000 144 1,231 0

第Ⅲ区分
(多子世帯)

0 1,260,000 144 1,231 0

第Ⅳ区分
(多子世帯)

0 1,260,000 144 1,231 0

多子世帯
（注3）

1,600 1,298,400 144 1,231 12

第Ⅰ区分
(多子世帯)

0 1,152,000 132 994 0

第Ⅱ区分
(多子世帯)

0 1,152,000 132 994 0

第Ⅲ区分
(多子世帯)

0 1,152,000 132 994 0

第Ⅳ区分
(多子世帯)

0 1,152,000 132 994 0

多子世帯
（注3）

1,600 1,190,400 132 994 12

（注1）高等専門学校の4・5年生の貸与月額は、令和8年度に1年生となった学生が4・5年生に進級した場合の月額です。
（注3）これに該当する者は、給付奨学金は支給されませんが、授業料等減免の支援により、利用可能額が調整されます。
　　　  所得にかかわらず、資産額が5,000万円以上3億円未満であることにより授業料等減免のみの支援となる者も同額となります。

1～3年生は
36

4～5年生は
24

自宅外

生活保護世帯(自宅)

自宅 32,000

自宅外 35,000

生活保護世帯(自宅) 32,000

区　分

私立

自宅

10,000
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第一種奨学金（無利子）　高等専門学校 【給付型奨学金（令和2年度以降採用）と併せて貸与を受ける場合】 2026/4/1
公益財団法人日本国際教育支援協会

貸与月額
（円）

貸与期間
（月）

貸与総額
（円）

返還回数
（月）

保証料月額
（円）

第Ⅰ区分
(多子世帯)

7,900 94,800 36 67

第Ⅱ区分
(多子世帯)

13,700 164,400 60 189

第Ⅲ区分
(多子世帯)

19,500 234,000 60 270

第Ⅳ区分
(多子世帯)

21,000 252,000 72 344

多子世帯
（注3）

25,400 304,800 84 480

第Ⅰ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅱ区分
(多子世帯)

8,600 103,200 36 73

第Ⅲ区分
(多子世帯)

20,000 240,000 72 328

第Ⅳ区分
(多子世帯)

22,800 273,600 72 374

20,000 240,000 72 328

31,400 376,800 108 747

第Ⅰ区分
(多子世帯)

5,600 67,200 24 32

第Ⅱ区分
(多子世帯)

14,200 170,400 60 196

第Ⅲ区分
(多子世帯)

22,800 273,600 72 374

第Ⅳ区分
(多子世帯)

24,900 298,800 84 471

20,000 240,000 72 328

31,400 376,800 108 747

第Ⅰ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅱ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅲ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅳ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

多子世帯
（注3）

0 0 0 0

第Ⅰ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅱ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅲ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅳ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

多子世帯
（注3）

1,600 19,200 12 4

第Ⅰ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅱ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅲ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅳ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

多子世帯
（注3）

1,600 19,200 12 4

自宅

自宅外

生活保護世
帯(自宅)

区　分

専攻科
（1年課程）

国・公立

自宅

12

自宅外

多子世帯
（注3）

生活保護世
帯(自宅)

多子世帯
（注3）

私立
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第一種奨学金（無利子）　高等専門学校 【給付型奨学金（令和2年度以降採用）と併せて貸与を受ける場合】 2026/4/1
公益財団法人日本国際教育支援協会

貸与月額
（円）

貸与期間
（月）

貸与総額
（円）

返還回数
（月）

保証料月額
（円）

第Ⅰ区分
(多子世帯)

7,900 189,600 72 127

第Ⅱ区分
(多子世帯)

13,700 328,800 96 288

第Ⅲ区分
(多子世帯)

19,500 468,000 108 457

第Ⅳ区分
(多子世帯)

21,000 504,000 96 442

多子世帯
（注3）

25,400 609,600 96 535

第Ⅰ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅱ区分
(多子世帯)

8,600 206,400 60 117

第Ⅲ区分
(多子世帯)

20,000 480,000 108 469

第Ⅳ区分
(多子世帯)

22,800 547,200 108 534

20,000 480,000 108 469

31,400 753,600 108 736

第Ⅰ区分
(多子世帯)

5,600 134,400 48 61

第Ⅱ区分
(多子世帯)

14,200 340,800 96 299

第Ⅲ区分
(多子世帯)

22,800 547,200 108 534

第Ⅳ区分
(多子世帯)

24,900 597,600 108 584

20,000 480,000 108 469

31,400 753,600 108 736

第Ⅰ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅱ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅲ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅳ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

多子世帯
（注3）

0 0 0 0

第Ⅰ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅱ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅲ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅳ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

多子世帯
（注3）

1,600 38,400 12 4

第Ⅰ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅱ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅲ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

第Ⅳ区分
(多子世帯)

0 0 0 0

多子世帯
（注3）

1,600 38,400 12 4

（注3）これに該当する者は、給付奨学金は支給されませんが、授業料等減免の支援により、利用可能額が調整されます。
　　　  所得にかかわらず、資産額が5,000万円以上3億円未満であることにより授業料等減免のみの支援となる者も同額となります。

24

自宅外

多子世帯
（注3）

生活保護世
帯(自宅)

多子世帯
（注3）

私立

自宅

自宅外

生活保護世
帯(自宅)

区　分

専攻科
（2年課程）

国・公立

自宅

10/10


